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液化石油ガス設備工事の作業に従事する者の適切な管理について（周知依頼） 

 

 

今般、液化石油ガス消費設備の取付工事について、同工事を請け負った工事請負事業者

が液化石油ガス設備工事の事業に必要な届出を行っていなかったことや、設備工事を行な

った工事請負事業者の社員が液化石油ガス設備工事に必要な資格（液化石油ガス設備士）

を有していなかったことなどが明らかになりました。 

本件は、工事請負事業者が液化石油ガス設備工事に必要な届出や資格の内容を正しく認

識していなかったことなどが原因ですが、取付工事を発注した事業者が工事請負事業者の

資格等の保有状況等を適切に把握・管理していなかったことなども原因であり、液化石油

ガスの保安の確保の観点から重大な問題であると考えられます。 

つきましては、類似の事案の発生を防止するため、貴団体におかれましては、傘下の会

員に対し、以下の事項について、周知徹底をお願いします。 

 

記 

 

（１） 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１

４９号。以下「法」という。）第３８条の７に規定する「液化石油ガス設備工事」

の作業を行う際には、「液化石油ガス設備工事」の作業に従事させようとする者が、

「液化石油ガス設備士」の資格を有する者であること。 

また、法第３８条の１０に規定する「特定液化石油ガス設備工事事業」の届出を

行っていること、又は当該事業の開始の日から３０日以内に届出を行う準備を行っ

ていることを確認すること。 

 

（２） 法３８条の７に規定する「液化石油ガス設備工事」の作業を発注する際には、工

事請負事業者が作業に従事させようとする者が、「液化石油ガス設備士」の資格を



 

有することを確認すること。 

さらに、工事が完了した後も、「液化石油ガス設備士」の資格を有する者が当該

工事を行ったかどうかなど、工事請負事業者に対して確認し、施工状況を適切に把

握・管理すること。 

  


